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ディスクロージャーポリシー

農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織の全国金融機関として、その基本的使命と社会的責任を果たし、ディスク
ロージャー（情報公開）とアカウンタビリティー（説明責任）を重視した透明性の高い業務運営を行っていくことを
経営上の重要課題の一つに位置づけています。このため、情報開示に関する国内外の関係法令および証券取引所規則
を遵守し、適切な情報開示に努めてまいります。

重要情報とその取扱い
1 当金庫は以下の情報を公表すべき重要情報と位置づけます。
①情報開示に関する国内外の関係法令および証券取引所規則により開示が要請される情報。
②上記に該当しないが、投資家の投資判断に大きな影響を与えると思われる情報。

情報開示の方法
2 国内外の関係法令および証券取引所規則により開示が要請される情報については、国内外の証券取引所の情報伝達
システムでの開示等、所定の開示手順により開示します。また、当金庫ホームページへの掲載等開示方法の充実に
も努めてまいります。

情報の公平な開示
3 上記の情報開示にあたり、当金庫は、資本市場参加者に対し公平な情報開示を適時・適切に行うよう努めてまいり
ます。

将来予測に関する開示
4 資本市場参加者に当金庫の現状、将来の業績及び債務返済能力等について正確な評価をしていただくため、将来予
測に関する情報を開示することがあります。こうした情報は、作成時点で入手可能な情報からの判断に基づき作成
したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。このため、今後の当金庫をとりまく経済環境・事業環境等の
変化により、現実の結果が予測から大きく異なる可能性があります。

内部体制の整備
5 当金庫は本ディスクロージャーポリシーに則った情報開示を行うために必要となる内部体制の整備・充実に努めま
す。

市場の噂への対応
6 当金庫が噂の発信源でないことが明白な限りにおいて、噂に関しては基本的にコメントいたしません。
しかし、噂が資本市場に大きな影響を与えるもしくは与える可能性が大きいと判断される場合や証券取引所等から
説明を求められた場合等は当金庫において判断のうえコメントすることがあります。
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